
日  時：令和 4年 10月 20日（木）18時 30分 ～19時 30分 

場  所：新館集落センター 

対象地区：新館 

参加人数：32名 

 

■要望、質疑応答 

内   容 

〇新本庁舎付近のバス停について 

（市民から） 

新本庁舎が完成して、バス停から庁舎までの距離が伸びた。庁舎入り口からは坂道とな

っているため、足腰の悪い高齢者だと移動が困難なのではないか。庁舎の入り口にバス停

を移す考えはあるか。 

 

（市から） 

・バス停の位置については弘南バスと協議する必要がある。旧庁舎も階段を上る必要が

あり、足腰の悪い方が苦労されていた。新庁舎を設計する際も出入りやすい入口とする

ことに苦労した経緯がある。新庁舎の１階の入り口にバス停があるといいのか、２階の

入り口にあるといいのかは、検討する必要があるので、弘南バスと協議をしながら対応

したい。 

 

〇８月の大雨災害について 

（市民から） 

８月の大雨災害での被害の復旧状況はどうか。 

 

（市から） 

・全部で７５０件ほどの被害があった。まずは仮復旧を進めているところである。全復旧

は融雪後の来年度となる見込みである。 

 

〇融雪溝について 

（市民から） 

川の水で融雪しても水量が足りなくて溶けず、流れていかない。また直角に曲がってい

る部分に雪がたまる。状況を確認してもらいたい。 

 

（市から） 

・融雪溝は水を溜めて雪を溶かす仕組みのもので、朝に雪を入れ、夕方までには溶かすと

いう運用を想定している。流すというのは想定とは異なる運用となってしまうのでご

理解いただきたい。現場については再度確認する。 
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〇ごみ袋について 

（市民から） 

 弘前市では、燃えるごみの袋は指定されていないようだ。平川市も同じようにできない

か。 

 

（市から） 

・ごみ袋の指定については、ごみ袋を負担いただくことで、ごみの量を減らすよう意識付

けしていただく狙いがある。なんでも捨てることが可能となると、どうしてもごみの量

が増えることにつながる。ごみの減量化のため、ご理解いただきたい。 

 

〇半日ドックの補助について 

（市民から） 

半日ドックを受ける際の補助制度はないか。 

 

（市から） 

・確認して回答する 

 

〇弘前ナンバーのアンケートについて 

（市民から） 

 どういう意図で実施したものか。 

 

（市から） 

・アンケートは２回実施した。ナンバープレート使用の広域での実施が可能となり、弘前

より問い合わせがあったためである。結果は、弘前ナンバーの賛成２０%、反対が４

６%、どちらでもよいが３３%だった。住民の総意に基づいて対応する必要があること

から、アンケートを行ったもので、再度要望等があればまたアンケートを実施すること

になると考える。 

 

（市民から） 

弘前ナンバーは馴染まないのではないか。 

 

（市から） 

・今回改めて弘前圏域でどうするかという話になったが、賛成の自治体もあれば反対の

自治体もある。・平川ナンバーにしたいとの意見もあったが、自動車の登録数が足りな

いため、実施できない。 

 

〇子どもの学習について 

（市民から） 
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 小学校で地域のことを知ろうという学習がある。平賀地域では行っているようだが、尾

上地域や碇ヶ関地域でも行っているのか。 

 

（市から） 

・史跡を通じた交流は市として指導しているが、学校の裁量として小学校各自で学習を

行っているものではないか。 

 

〇子どもの医療費について 

（市民から） 

 子どもの医療費無料化について、高校生まで拡大する予定はあるか。 

 

（市から） 

・現在中学生まで無料化としている理由は、高校生になると病院に行く人が大幅に少な

くなるというのが大きい。弘前市では、所得制限があるものの、高校生までの無料化を

実施しているが、平川市では、弘前市ではやっていない給食費無料化を実施している。

実施について検討しているところであるが、市の財政とのバランスもあるので、国にも

対応をお願いはしていく。 

 

〇町会加入について 

（市民から） 

毎年、町会加入数に増減がある。新しい家屋がたっても加入しない。また、日中いない

ので加入できないと断られる場合がある。行政で対応できないか。 

 

（市から） 

・新築の補助を実施しており、ここ１０年で２２８世帯を超える移住があった。補助の利

用は町会の加入を前提としているので、町会に入るようお願いをしているところであ

る。しかし、補助の対象外の場合、町会に入会されない方もいる。強制することはでき

ないが、今後も呼びかけを行っていく。 

 

〇財産区について 

（市民から） 

財産区について、財産区として自由に使えないお金があるがなぜか。 

 

（市から） 

・財産区内に議会があるのは、市内では唐竹財産区のみである。その他の財産区では市  

の議会の議決が必要となる。地方自治法で規定されていることなのでご理解いただき 

たい。 

 


